
【別紙１】 

地域おこし協力隊設置支援業務 

 

１ 業務の目的 

本市の認知度及びイメージを向上させ、域内への移住・定住を図るため、地域おこし協力隊推進

要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知）に基づき、和歌山市地域おこし

協力隊を設置し、当該地域おこし協力隊員（以下「協力隊員」という。）がＳＮＳ等を活用し、本

市の情報を効果的に発信する。 

 

２ 受託者の業務内容 

（１）協力隊員の雇用、活動計画の作成及び進捗管理 

（２）協力隊員の管理、活動支援、実績のとりまとめ 

（３）協力隊員の研修等を通じた人材育成 

（４）協力隊員の日常生活に関する助言や相談 

（５）協力隊員の活動状況の情報発信（Instagram、X 等の SNS）に関する支援 

（６）業務の実施結果に関する定期的な報告書の作成に関する支援 

 

３ 協力隊員が従事する活動内容（以下「地域協力活動」という。） 

  協力隊員が行う地域協力活動は次に掲げるものとし、その活動区域は、本市内全域とする。ただ

し、本市外での地域協力活動が本業務の促進に必要な場合は、この限りでない。 

（１）地域資源の発掘及び地域資源を活用した本市の魅力発信 

（２）SNS（Instagram、X 等）を活用した情報発信 

（３）移住定住の促進（関係人口・交流人口の創出、拡大を含む） 

（４）地域の課題及びニーズの把握に関すること 

（５）その他地域の活性化のために市長が特に必要と認める活動 

 

４ 協力隊員の委嘱 

  次に掲げる全てを満たす者のうちから、協力隊員として市長が委嘱する。（「５ 協力隊員の委嘱

に係る手続き」により再委嘱する場合は、第１号に規定する要件については、初めて委嘱されたと

きに満たしていればよいものとする。） 

（１）生活の拠点を３大都市圏をはじめとする都市地域等から、住民票を本市内に異動した者 。た

だし、協力隊員募集より以前に本市内に定住又は定着している者を除く。 

（２）地域協力活動に意欲を有し、積極的に活動できると認められる者。 

（３）受託者と雇用契約を締結した者。 

 

５ 協力隊員の委嘱に係る手続き 

（１）受託者は、協力隊員になろうとする者から、和歌山市地域おこし協力隊応募申請書（別記様式



第１号）の提出を受けるものとする。 

（２）受託者は、協力隊員になろうとする者から前号の書類の提出があった場合において、協力隊員

として推薦すべきと認めたときは、市長が定める日までに、和歌山市地域おこし協力隊候補者推

薦書（別記様式第２号）に前号の書類を添え、市長に提出するものとする。 

（３）市長は、受託者から前号の書類の提出があった場合は、当該申請書等の書類を審査し、必要に

応じて当該受託者及び協力隊員になろうとする者からの聞き取り等を行った上で、委嘱すべき

と認めたときは、速やかに委嘱を行うとともに、和歌山市地域おこし協力隊委嘱通知書（別記様

式第３号）により受託者に通知を行うものとする。 

（４）第１号から前号までの定めは、前年度までに委嘱された者を引き続き協力隊員として再委嘱す

る場合は省略できるものとする。ただし、この場合でも和歌山市地域おこし協力隊委嘱通知書に

より、受託者に通知を行うものとする。 

 

６ 協力隊員の委嘱期間 

（１）協力隊員の委嘱期間は、委嘱日から令和９年３月３１日とする。 

（２）前号の委嘱期間が終了した後、市長は、必要があると認めるときは、初めの委嘱の日から３年

を超えない範囲で委嘱期間を延長することができるものとする。この場合、予算成立を条件とし、

１年ごとに延長するものとする。 

 

７ 協力隊員の活動条件 

（１）受託者は、協力隊員と雇用契約を締結し、「３ 協力隊員が従事する活動内容」に定める活動

に対して、報償費等（本給及び諸手当等を含む。）及び地域協力活動に要する経費を支給する。 

（２）協力隊員の１日の活動時間は労働関係法令を遵守の上、当該協力隊員を雇用する受託者が定め

るものとする。 

（３）労働条件は労働関係法令を遵守するものとする。 

（４）協力隊員は、活動に支障がない範囲において、別途就業ができるものとする。 

 

８ 協力隊員の解職 

  市長は、協力隊員が次に掲げるいずれかに該当するときは、解嘱することができる。 

（１）心身の故障のため、地域協力活動の遂行が困難であると認められるとき。 

（２）地域協力活動の内容が不適切であると認められるとき。 

（３）協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。 

（４）その他市長が必要と認めるとき。 

 

９ 協力隊員による活動報告書の提出 

  協力隊員は、地域協力活動を行った月ごとに、地域協力活動の状況等を和歌山市地域おこし協力

隊地域協力活動状況報告書（別記様式第４号）を作成し、受託者の承認を得た上で、毎月１０日ま

でにシティプロモーション課に提出すること。ただし、３月においては当該月の３１日までに提出



するものとする。 

 

１０ 業務対象経費 

  業務に係る経費は、次のとおりとする。 

（１） 協力隊員の募集に係る経費（PR 経費、旅費等） 

募集に係る経費については、３００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限

とする。 

（２） 協力隊員の報償費等 

   月額２９１，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 

（２）地域協力活動に要する経費 

   月額１６５，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）を上限とする。 

ア 活動旅費等移動に要する経費 

イ 住居、活動用車両の借上費 

ウ 作業道具・消耗品等に要する経費 

エ 関係者間の調整・住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費 

オ 協力隊員の研修に要する経費 

カ 定住に向けて必要となる研修・資格取得等に要する経費 

キ 協力隊員の活動状況などの報告や情報発信をするために要する経費 

ク その他地域協力活動に要する経費 

 

１１ その他 

（１）受託者は、地域住民との信頼関係を損なうことのないよう、協力隊員に対して法令の遵守をは

じめ、秘密の保護など服務・活動規律が確保されるように指導すること。 

（２）受託者は、本業務に関する書類・領収書等は委託期間終了後５年間保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号 

  年  月  日  

  

 和歌山市長    様 

 

住 所 

                                       氏 名              

                                   (連絡先             ) 

 

 

和歌山市地域おこし協力隊応募申請書 

 

 下記のとおり、和歌山市地域おこし協力隊に応募いたします。 

 

記 

 

応募した理由 

 

 

 

 

 

地域おこし協力隊と

して取り組みたいこ

と 

 

 

 

 

 

委嘱期間終了後の予

定(該当する項目に○

を記入して下さい。 

 和歌山市での定住を続ける予定 

 期間終了後は移転する予定 

 未定 

自己ＰＲ 

 

 

資格・免許等 
 

 

添付書類 
履歴書(顔写真貼付のこと。) 

 



様式第２号 

  年  月  日  

  

 和歌山市長    様 

 

推薦者 法人の名称 

代表者氏名              ㊞ 

法人の住所 

（連絡先              ） 

 

 

和歌山市地域おこし協力隊候補者推薦書 

 

和歌山市地域おこし協力隊の候補者として、下記の応募者を推薦します。 

 

 

記 

 

１ 候補者氏名・住所 

   氏 名 

   住 所 

 

２ 推薦の理由 

 

 

３ 添付書類 

   和歌山市地域おこし協力隊応募申請書(様式第１号) 

 



様式第３号 

 第   号 

年  月  日 

 

              様 

 

 

                          和歌山市長          印 

 

 

和歌山市地域おこし協力隊委嘱通知書 

 

 下記のとおり、和歌山市地域おこし協力隊を委嘱したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 委嘱した者の氏名・住所 

 

 

２ 委嘱期間   

年  月  日 から   年  月  日 まで 

 



様式第４号 

 

和歌山市地域おこし協力隊地域協力活動状況報告書 

年  月  日  

和歌山市長   様 

 

住 所 

氏 名               

 

下記のとおり、地域協力活動を行いましたので、その状況について報告いたします。 

 

活動月 
 

活動場所 
 

活動内容 

(具体的に) 

 

活動の成果  

受託者承認印 

(代表者) 

  



 


